
申請の流れについては別紙1をご確認ください。
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介助用自動車購入等助成金交付　フローチャート

●助成金額
　対象経費の３分の２で、上限２０万円
　※購入・改造前の申請が必要です。

Ｑ２．世帯の主たる生計維持者の前年の所
得が当該年の特別障害手当の所得制限限度
額を超えていない。

Ｑ３.①又は②いずれかの要件に該当し、
かつ、移動時に車いす等を利用している。
①下肢機能障害又は体幹機能障害１級又は
２級
②要介護３～５

Ｑ１.御前崎市に住所を有し、在宅である。

はいいいえ

はいいいえ

交付対象外

いいえ

交付対象

【対象外となる条件】

①改造済みの中古車購

入費

【対象となる条件】

①（既に改造された車の購入費）－（同型ノーマ

ル車）＝差額

②所有する車を改造する経費

③中古車（ノーマル車）を購入し改造する経費

交付対象外

はい

交付対象外


